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1.クーリングオフ
　この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項（告知義務等）
●�ご加入の際は、加入依頼書兼告知書の記載内容に間違いがないか十分
ご確認ください。
●�加入依頼書兼告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公
平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●�被保険者（保険の対象となる方）には、告知事項（※1）について、事実
を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。
※�「コープの介護・認知症保険」では、申込人（加入者）ご本人以外
のご家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、同居の親族）の方
が加入される場合は、ご加入されるご家族に代わって、申込人（加
入者）ご本人に告知事項についてご回答いただいております。

（※1）�「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼
書兼告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告
知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含み
ます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方（被保険者）がご認識している病気・症状名が
「告知に関する質問事項」にある病気・症状名と一致しなく
ても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される場合
には告知が必要です。傷病歴があり、「告知に関する質問事
項」に該当するか不明な場合は、主治医（担当医）に確認のう
え、ご回答ください。

★他の保険契約等（※2）の加入状況
（※2）�「他の保険契約等」とは、傷害保険（死亡保険金）、介護保険、

認知症保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払
責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

＊�口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していた
だいたことにはなりません。
＊�告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と
異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保
険金をお支払いできないことがあります。
＊�損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●�ご加入初年度の保険期間の開始時（※3）からその日を含めて1年以内
に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知
していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知
義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加
入初年度の保険期間の開始時（※3）からその日を含めて1年を経過し
ていても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※3）からその日を含め
て1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約
が解除になることがあります。
（※3）�保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した

時をいいます。
●�「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払
事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関
係がない場合は、保険金をお支払いします。
●�次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場
合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
■�ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金
を不法に取得させる目的をもって契約した場合
■�ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺また
は強迫によって損保ジャパンが契約した場合� など

●�ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加
入いただけない場合があります。
●�ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認するこ
とがあります。
●�継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、
過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要が
あります。この場合において、事実を告知されなかったとき、また
は事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分につ
いて、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●�＜傷害補償の場合＞ご加入初年度の保険期間の開始時より前に発
生した事故による傷害に対しては、 保険金をお支払いできません。
＜介護補償の場合＞疾病、傷害その他の要介護状態の原因となっ
た事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の開始時より前
であるときは、保険金をお支払いできません。
ただし、継続契約においては、疾病、傷害その他の要介護状態の
原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の開
始時より前であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時からそ
の日を含めて1年を経過した後に要介護状態（認定）に該当した場
合は、保険金をお支払いします。
●�＜認知症補償の場合＞疾病、傷害その他の認知症の原因となった
事由が生じた時が、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であ
るときは、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約にお
いては、疾病、傷害その他の認知症の原因となった事由が生じた
時が、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であっても、ご加
入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過した
後に認知症に該当した場合は、保険金をお支払いします。

3.ご加入後における留意事項
●�加入依頼書兼告知書等記載の住所または通知先を変更された場合
は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●�団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
〈被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について〉
被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎりま
す。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につ
きましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせく
ださい。
●�この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外と
しています。このため、職業または職務の変更が生じ、これらの
職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご
了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」
が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生し
た事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含
みます。）、力士、自動車競争選手、自転車競争選手その他これら
と同程度またはそれ以上の危険を有する職業

●�保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお
断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくこ
とがあります。あらかじめご了承ください。
＜重大事由による解除等＞
●�保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、
被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的
勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除すること
や、保険金をお支払いできないことがあります。
＜他の身体障害または疾病の影響＞
●�保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の
影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、
それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。

4.責任開始期
●�保険責任は保険期間初日の令和8年1月1日午後4時に始まります。�
�保険期間の中途での加入の場合はこのかぎりではありません。加
入スケジュールについてはP8加入の方法をご確認ください。

5.事故がおきた場合の取扱い
●�保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは
取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含
めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部を
お支払いできないことがあります。
●�保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャ
パンが求めるものを提出してください。

必要となる書類 必要書類の例

① 保険金請求書および保険金
請求権者が確認できる書類

保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、
委任状、代理請求申請書、住民票�など

②
事故日時・事故原因および
事故状況等が確認できる
書類

傷害状況報告書、疾病状況報告書、事
故証明書、メーカーや修理業者等から
の原因調査報告書� など

③

傷害または疾病の程度、損
害の額、損害の程度および
損害の範囲等が確認できる
書類

●被保険者の身体の傷害または疾病に
関する事故、他人の身体の障害に関
する賠償事故の場合
死亡診断書（写）、死体検案書（写）、
診断書、診療報酬明細書、入院通院
申告書、治療費領収書、診察券（写）、
運転免許証（写）、レントゲン（写）、
所得を証明する書類、休業損害証明
書、源泉徴収票、災害補償規定、補
償金受領書� など

④ 公の機関や関係先等への
調査のために必要な書類

同意書� など

⑤
損保ジャパンが支払うべき
保険金の額を算出するため
の書類

他の保険契約等の保険金支払内容を記
載した支払内訳書� など

（注1）�保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしく
は証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

（注2）�被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族
のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として
保険金を請求できることがあります。

●�上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日から
その日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いす
るために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。た
だし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは
確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支
払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきまし
ては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●�病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの
対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している
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保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を
問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。

6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお
支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡くだ
さい。脱退（解約）に際しては、既経過期間（保険期間の初日からすで
に過ぎた期間）に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、
脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはありません。
●�ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時
にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死
亡された場合は、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が
支払われるべき被保険者の未払込分割保険料のうち、傷害による
死亡保険金をお支払いする特約に対応する保険料の全額を一時に
お支払いいただきます。

8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしく
は財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手
続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約
束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、
金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引
受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割
までが補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○�保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン
に提供します。
○�損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損
害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提
供、 等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、
業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提
供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るた
めに、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対し
て提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情
報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業
務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みま
す。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https：//www.
sompo-japan.co.jp/）をご覧いただくか、取扱代理店または損保
ジャパンまでお問い合わせください。
申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに
同意のうえ、ご加入ください。
○�保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、ご加入の生
協に提供します。ご加入の生協は、本契約に関する個人情報（過
去に取得したものを含みます。）を、共済事業、利用事業、店
舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスの案
内・提供など、それぞれの個人情報保護方針に従って利用しま
す。詳細につきましては、日本コープ共済生活協同組合連合会
（http://coopkyosai.coop/）およびご加入の生協のホームページ
をご参照ください。
申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同
意のうえ、ご加入ください。
10.介護医療保険料控除について
介護一時金支払特約および認知症限定特約（軽度認知障害等一時金
用）の保険料部分は「介護医療保険料控除」の対象となります（令和7
年7月現在）。なお、保険料控除証明書は加入者カードとセットで送
付されます。
11.傷害死亡保険金の受取人について
死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払
いします。傷害死亡保険金受取人を変更する場合は、あらかじめ損
保ジャパンに通知が必要です。また、傷害死亡保険金受取人を変更
した場合は、自動的に継続されず、毎年変更手続きならびに被保険
者の同意が必要となります。
12.用語のご説明
【公的介護保険制度】介護保険法（平成9年法律第123号）に基づく
介護保険制度をいいます。 
【要介護認定を受けた日】被保険者が認定を受けた要介護認定につい
て公的介護保険制度に基づいて申請を行った日をいいます。
【傷害（ケガ）】急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害
をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然
かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みま
す。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
・｢急激｣とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての
事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結
果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意
味します。
・｢偶然｣ とは、｢原因の発生が偶然である｣ ｢結果の発生が偶然であ
る｣ ｢原因・結果とも偶然である｣のいずれかに該当する予知され
ない出来事をいいます。
・｢外来｣とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用による
ことをいいます。

（注）�靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、｢急激かつ偶然な外
来の事故｣に該当しません。

【疾病（病気）】傷害以外の身体の障害をいいます。
【配偶者】婚姻の相手方をいい、内縁の相手方（※1）および同性パート
ナー（※2）を含みます。
（※1）�内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の

夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る方をいいます。

（※2）�同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律
上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の
実質を備える状態にある方をいいます。（書面等での確認が必要）

（注）�内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思（同性パート
ナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思）を
もち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎ
り、配偶者に含みます。

【治療】医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいい
ます。
【認知症】
⑴�認知症とは、次の①および②のすべてに該当する器質性認知症で
あることをいいます。
①�脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
②�正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、
一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること

⑵�⑴の器質性認知症、器質的な病変あるいは損傷および器質的障害
とは、次のとおりとします。
①器質性認知症
器質性認知症とは、表1に規定される疾病とします。
②器質的な病変あるいは損傷、器質的障害
�器質的な病変あるいは損傷、器質的障害とは、各種の病因また
は傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変ある
いは損傷、障害のことをいいます。

表1　�対象となる器質性認知症は、「厚生労働省大臣官房統計情報部
編、疾病、傷害および死因統計分類提要ＩCD-10（2003年
版）準拠」に定められた分類項目中下記のものとします。

分類項目 基本分類

アルツハイマー病の認知症
血管性認知症
ピック病の認知症
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症
ハンチントン病の認知症
パーキンソン病の認知症
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病の認知症
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症
詳細不明の認知症
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらない
もの（F05）中のせん妄、認知症に重なったもの

F00
F01
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8
F03
F05.1

（注）�「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統
計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新た
に器質性認知症に分類された疾病があるときには、その疾病を
含めます。

13.その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してく
ださい。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームペー
ジ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等
をご確認ください。

SOMPO 健康・生活サポートサービスSOMPO 健康・生活サポートサービス
「コープの介護・認知症保険」にご加入いただいた皆さまがご利用いた
だける各種無料電話相談サービスです。お電話番号はご加入後にご案
内します。
〈サービスメニュー〉
●健康・医療相談サービス
●介護関連相談サービス
●�人間ドック等検診・検査紹介・
予約サービス
●医療機関情報提供サービス
●専門医相談サービス（予約制）

●�法律・税務・年金相談サービス
（予約制）
●メンタルヘルス相談サービス
●�メンタルITサポート（WEBスト
レスチェック）サービス
●こどものお悩みほっとライン

（注1）�本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者
がご提供します。

（注2）�ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることが
ございますのでご了承ください。

（注3）ご利用は日本国内からにかぎります。
（注4）ご相談内容やお取次ぎ事項によっては、有料になるものがあります。
（注5）�本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、

あらかじめご了承ください。
（注6）�1回のご相談時間は30分までとし、頻回利用される場合ご利

用回数制限をお伝えする場合があります。
（注7）応対者の指名はできません。
（注8）�ご利用者がオペレーターや看護師等に対して脅迫的言動､ 誹謗､

中傷､ もしくは性的嫌がらせ等を行った場合､ または業務を妨
害する行為等が認められる場合には､ 利用制限および利用停止
をさせていただく場合があります｡

（注9）�相談の回答はあくまでも一般的な健康や医療に関する情報提供
を目的としており､ 診療行為その他医療行為を提供するもので
はございません｡


